
 

 五 管 区 水 路 通 報 第 １７ 号 
160 項-165 項 

令和 5 年 4 月 28日  

 
※本通報に使用している経度、緯度は世界測地系(WGS-84)に基づいています。 

 

第 160項 紀伊水道南方           射撃訓練 

第 161項 潮岬付近             推薦航路設定、バーチャルＡＩＳ航路標識設置 

第 162項 紀伊水道    由良港      浮標一時撤去 

第 163項 阪神港     大阪区、第３区  桟橋等撤去 

第 164項 阪神港     大阪区、第６区  くい撤去 

第 165項 四国南岸    室戸岬      ＡＩＳによる情報提供業務休止 

 



 

※五管区水路通報に関するお問合せはこちらまで 

   〒６５０-８５５１ 神戸市中央区波止場町１－１ 

   第五管区海上保安本部海洋情報部監理課情報係 

   ＴＥＬ：０７８-３９１-６６５１（内線２５１５、２５１６）  ＦＡＸ：０７８-３３２-６３０７（自動受信） 

五管区水路通報 

バックナンバー 
水路通報等の解説  水路測量実施区域  

   

小型船舶実技講習 

ヨット等レース区域 

(年間を通して実施) 

定置漁具の敷設情報  

海上保安庁による訓練実施海域 

(年間を通して実施) 

   

https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN5/tuho/tuho_pdf.html
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN5/tuho/images/kaisetsu_20220106.pdf
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN5/tuho/koji/koji_5kan.htm
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN5/tuho/kogata/kogata.html
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN5/tuho/kogata/kogata.html
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN5/marire/gyoguzu.html
https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN5/tuho/kunren/teirei.html


 

★５年１６０項 紀伊水道南方  射撃訓練 

 紀伊水道南方において、巡視船艇による射撃訓練が実施される。 

 期 間  令和 5 年 5 月 11 日（予備日 5 月 12 日） 0900～1700 

 区 域    33-34.8N  135-03.0E を中心とする半径 5 海里の円内 

 海 図  Ｗ７７(ＪＰ共) 

 出 所  五本部警備救難部 

 

 
 

 ５年１６１項  潮岬付近 －   推薦航路設定、バーチャルＡＩＳ航路標識設置 

 下記のとおり、推薦航路が設定され、令和 5 年 6 月 1 日 0900 から施行される。 

 推薦航路の中心線 

  区 域  2 地点を結ぶ線上付近 

              (1)  33-25.9N  135-52.5E  

               (2)  33-24.3N  135-45.3E 

 バーチャルＡＩＳ航路標識設置 

  位 置  潮岬沖推薦航路東バーチャルＡＩＳ航路標識(安全水域標識)  

                                        (3)  上記(1)位置 

       潮岬沖推薦航路西バーチャルＡＩＳ航路標識(安全水域標識)  

                                        (4)  上記(2)位置 

       潮岬沖推薦航路南方バーチャルＡＩＳ航路標識(特殊標識)  

                                        (5)  33-22.7N 135-45.3E 

 備 考  推薦航路の中心線右側を航行されたい 

      上記(5)位置の南側（沖合）を航行する船舶は推薦航路を適用しない 

 海 図  Ｗ９９－Ｗ７７（ＪＰ共）－Ｗ９３（ＪＰ共）－Ｗ６１Ｂ－Ｗ１５７ 

 出 所  交通部 

 

 
 

★５年１６２項  紀伊水道 － 由良港  浮標一時撤去 

 下記位置にある浮標（左舷標識）は一時撤去され、同位置に緑色灯付浮標が設置される。 

 期 間  令和 5 年 5 月 11 日～6 月 30 日まで（予備日を含む） 



 位 置  33-56.7N  135-04.5E  

 海 図  Ｗ９７－Ｗ１５０Ｃ（ＪＰ共） 

 出 所  和歌山海上保安部 

 

 
 

★５年１６３項  阪神港 － 大阪区、第３区  桟橋等撤去 

 木津川運河河口付近において、海図図載の桟橋、灯、浮標及びドルフィン（Dn）は撤去された。 

 １.桟橋及び灯撤去 

  区 域  下記 2 地点を結ぶ線上 

        (1)  34-38-03.5N  135-27-07.8E  

        (2)  34-38-04.2N  135-27-10.0E（岸線上） 

        (3) 上記(1)位置 （ＹLｔ） 

 ２．係船浮標撤去  

  区 域   (4)  34-37-51.9N  135-26-51.3E 付近 

 ３.ドルフィン（Dn、2 基）撤去 

  区 域  下記 2 地点付近 

        (5)  34-37-48.1N  135-26-52.4E  

        (6)  34-37-46.6N  135-26-52.7E  

 海 図  Ｗ１１４８－Ｗ１２３（ＪＰ共） 

 出 所  五本部海洋情報部 

 

 
 

★５年１６４項  阪神港 － 大阪区、第６区  くい撤去 

 夢洲北西岸沖において、海図図載のくいは撤去された。 

 位 置  下記 2 地点付近 

                (1)  34-39-36.2N  135-22-41.2E（Pile） 

                (2)  34-39-36.9N  135-22-43.1E（Piles） 

 海 図  Ｗ１２３（ＪＰ共） 

 出 所  五本部海洋情報部 



 

 
 

★５年１６５項  四国南岸 － 室戸岬  ＡＩＳによる情報提供業務休止 

 神戸船舶通航信号所(灯台表第 1 巻 8404)(34-39.1N 135-13.1E)及び神戸ＡＩＳ信号所の 

 室戸岬送受信所を使用するＡＩＳによる情報提供業務が一時休止される。 

 期 間  令和 5 年 5 月 9 日（予備日 5 月 10 日）1300～1400 のうち 30 分間 

 海 図  Ｗ１０８（ＪＰ共） 

 出 所  五本部交通部 

 

 
 


